
 ひとくちメモ 

第５１号 

〈フラット 35〉を利用する場合、今までは融資額について建築費または購入価格の８割以内

の融資でしたが、平成１９年４月２日以降の融資実行から９割まで融資が可能になります。 

但し、融資額の上限は従来どおり 8,000万円です。 

 例えば、2,000万円の中古物件を購入する場合、以前は最大 1,600万円の融資額が 

今回の改正で 1,800万円まで融資を受けることが出来るようになります。 

また、平成 19年度の税制改正で〈フラット 35〉の抵当権設定登記の登録免許税が変更される

予定です。変更の内容は、平成 19年 4月 1日以降の申込みされたお客様は抵当権設定費用が

かかるようになります。 

＊〈フラット 35〉とは、住宅金融公庫と民間金融機関との提携による最長 35年長期固定 

 金利住宅ローンです。但し、住宅金融公庫は平成 19年 4月 1日より「住宅金融支援機構」

に変わります。 

 

 

 

 何かの拍子に寝違えてしまい 
首が痛くて困った・・・という 
経験は誰にでもあるものです。 
ひどいときになると、首が痛く 
て全く動かせない、なんてこと 
もありますね。また、首が痛い 
だけでも辛いのに、首をかばっ 
ているうちに背骨や腰に負担を 
かけて、全身のバランスが悪く 
なることもあるので、早いうち 
に首の筋をほぐすことが必要で 
す。 
 図のように首のツボを刺激し 
て筋肉をほぐしましょう。 
ドライヤーの温風を当てるのも OK。また、首の痛まない方へ腕を使ってゆっくり曲げる 
のも効果的。不思議と痛む方の首が楽になりますよ。 

不動産取引って、分からない事が多すぎませんか？ 
この度、土地・中古住宅の購入における基本的な流れや、不動産取引のいろ

いろな事について一冊の本にまとめてみました。これを読めば不動産取引の 
                基本的な流れが良くお分かり頂けると 
                思います。この小冊子をご希望の方は 
                小島北店までご連絡下さい。 
                TEL ０２４６（２７）０３３１ 

○連帯保証・・・主たる債務者と連帯して債務を負担する。 
        債権者は主たる債務者の資力にかかわらず、連帯保証人に請求することが

できる。請求を受けた連帯保証人は、直ちに弁済の責任を負うことになる。

債権者に対して「まずは主たる債務者に請求してくれ」と要求する権利がな

い。 
○連帯債務・・・同一内容の債務について複数の債務者がそれぞれ独立に全部の弁済をする 
        債務を負担する。（各債務者の債務が独立のものであるということです。） 
        債権者は、連帯債務者の 1人又は全員に対して、全部又は一部の履行を請求

することができる。 
※なかなか分かりにくい内容ですが、詳しくはスタッフまでお問合せ下さい。 


